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研究成果の概要（和文）：英・独・仏・日の前近代における紛争解決類型について、事例を分析

するなかから、共通の特徴と認められるものを析出するとともに、それぞれの要素の各地域別

の比重の違いについて検討した。その結果、前近代の紛争解決を考察する際には、国家に一元

化された裁判を原則とする近代のモデルは適切ではないこと、前近代特有のさまざまな論点に

留意して考察すべきであることが確認された。 
 
研究成果の概要（英文）：Our comparative study of the dispute resolution in premodern 
England, Germany, France and Japan, analysing many cases and diducting the common 
factors, indicates that the ‘modern model’ of dispute resolution, which is based on the 
national jurisdiction covering all the land and people of the state and make it the general 
and principal system of dispute resolution, is not fit for the premodern wold. It is necessary 
to leave the presupossition of the ‘modern model’ and reculculate the factors peculiarly 
inherent in the premodern society. 
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１．研究開始当初の背景 
 前近代の社会における紛争とその解決に
ついて、これを近代的観点すなわち、国家権
力によって一元化された「裁判」を原則、そ
れ以外を例外とする観点から捉えて良いの
かという疑問を共有する法史学・歴史学研究
者が、前近代社会に適合した紛争解決分析の
視点を確立することの必要性を認識したう
えで、主たる研究対象地域の別を越えて意見
を交換し、情報を共有するために共同研究を

することとした。対象とする時代は当面中
世・対象とする地域は当面イギリス・ドイ
ツ・フランス・日本とした。 
２．研究の目的 
 ①前近代の社会の構造的特質（身分制の存
在・政治と司法の未分化・統治の中央化の程
度の低さ・社会的資源の乏しさおよび交通事
情の悪さ）に適合的だった紛争解決のありか
たを考察すること。②そのうえで、複数並存
したと思われる紛争解決類型のなかから、な
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ぜ「裁判」が優越的位置づけにある紛争解決
類型として特化したのかを探る手がかりを
得ること。 
３．研究の方法 
 司法の制度化の法令ではなく、紛争解決の
実例を示す史料（裁判・仲裁・調停・和解等）
を収集し、これを分析するなかから、紛争解
決類型のパターンと、それらが適合する社会
的条件を考察する。 
４．研究成果 
主要な成果はつぎの三点に集約できる。他に
認められた新たな発見は(4)に呈示する。 

(1) 紛争解決の機構の内部で稼働する手続と

基準（紛争解決のソフトウェア）および、

紛争解決の環境としての解決機構（紛争

解決のハードウェア）の関連性。前近代

においては、複数のハードウェアが並存

し、かつ、それらの間に序列を認めにく

いという共通した現象が認められる。す

なわち、紛争解決類型の序列において「裁

判」が特化的に優位にある状況にはない。

このこととの関連で、ソフトウェアとハ

ードウェアの間に排他的な結びつきを認

めることが難しく、あるハードウェア内

で発達したソフトウェアが、他のハード

ウェアにも準用または流用される傾向が

ある。しかしながら、すべてのハードウ

ェアで一律にはたらく一元的ソフトウェ

アすなわち単一の「法（体系）」への収斂

を認めにくいこともまた、共通した特徴

である。 
(2) ハードウェアが「裁判」に一元化される

以前の前近代社会で複数並存する解決機

構のそれぞれの内部で稼働する手続。前

近代においても、時間とともに、当事者

間交渉と、機構的手続が分離して捉えら

れる傾向が強まることが確認できる。し

かし、機構内手続の規制力は比較的弱く、

往々にして、解決不能の結果を回避する

ため、機構内手続の担当者が、積極的に、

機構外での当時者間交渉を促す現象が認

められる。 
(3) 狭義の法に収斂しきらない、紛争の環境

の、紛争解決基準としての類型化。たと

えば、当事者および解決関係者の社会的

位置づけ（身分的脈絡 and／or 政治的

脈絡）など。身分制が特徴である前近代

においては、いわば当然のことだが、す

べての国民が一律に服する法の範囲は狭

い。当事者の身分状況と、解決担当者の

身分状況が制度的に固定されている場合、

三者が同一である場合には、むしろ裁判

が回避され、解決基準もケースバイケー

スである傾向もある。三者の社会的身分

が高いほど、解決は、法的というよりも

むしろ政治的色彩の強いものとなる。し

かしそれでも、一定程度まで、紛争の環

境が後の紛争解決の基準となる（先例）

傾向は認められる。当事者の身分が同一

で、解決者の身分がそれより上に設定さ

れる場合は、解決基準が水準化する可能

性はあるが、これが予め「法」として設

定される場合の紛争解決が、紛争解決全

体に占める比率はかなり低い。法への服

属が、解決者と紛争当事者の諸種の社会

的関係に応じて細分される結果と考えら

れる。なお、当事者の身分が法的に同一

でない場合は、紛争の解決が往々にして

「支配」に吸収されるが、この身分の差

異が実質上社会的に解消される結果、当

事者が身分的に同一である場合に準じた

紛争解決類型が妥当することはある。こ

れとは逆に、紛争解決（ないし回避）経

験のなかから、紛争の環境に応じた解決

基準が結晶化してくることがある。ただ

し、これが「法」になったと言えるかど

うかの判定は、大幅に残存史料に規定さ

れるため、紛争当事者の社会的身分が低

いほど、把握が困難になる。さらに、為

政者の紛争解決担当者としての姿勢も、

紛争系結基準の類型化に影響する。為政

者が積極的に紛争解決担当者となること

を志向する場合は、紛争解決の環境にか

かわらず妥当する紛争解決基準を呈示す

るか、あるいは、紛争当事者となりうる

位置づけの者の要求によって、紛争解決

環境の制度化あるいは紛争解決基準その

ものの制度化を試みる傾向があるが、こ

れを「立法史」的に跡づけるのとは別に、

「司法史」（裁判に限定されない紛争解決

類型史）的に跡づけるためには、丹念な

史料発掘と分析が必要である。為政者が

紛争解決担当者となることに積極的でな

いか、これを志向できるだけの政治的な

実力を持たない場合、さらには、紛争解

決環境に応じた適切な紛争解決担当者が

見あたらない場合、紛争解決の実質は当

事者に掌握され、「当局」は、紛争解決に

対してはいわば事後的に、あるいは中間

手続的に介入するかたちで、紛争解決に

対する証明の機能のみを期待されるに留

まることがある。 
(4) 以下には、上記に含まれない成果のうち、

研究の出発時点では十分に認識されてい
なかった、新たな発見を記す。 

・前近代において、刑事紛争の解決と民事紛
争の解決を峻別することは必ずしも容易



 

 

でないことを確認した。 
・前近代において、紛争を純粋に法的に捉え

ることが困難で、とりわけ解決に、紛争の
環境としての政治社会が与える影響は、お
そらく近代よりも大きかったこと、場合に
よっては法的紛争解決において織り込ま
れる要素になっていたことを確認した。 

・史料上紛争解決例と見えるもののなかに、
実際には紛争がないにもかかわらず、将来
の紛争を回避するために、敢えて紛争と解
決の外観を装うものがあること、したがっ
て、紛争の解決には紛争の回避も含めて考
察する必要があることを確認した。ただし、
紛争の解決と紛争の回避を史料上截然と
見分ける要素は見あたらず、紛争解決が
「外装」であることは、周辺状況の分析の
中から探り出す必要があることも認識さ
れた。 

・前近代の紛争解決分析のための素材は大幅
に文書史料になるが、それらは当時の紛争
解決過程において、決して同一の位置づけ
であったわけではないことが、比較によっ
て鮮明になった。このため、文書を、単な
る情報源として扱うのではなく、史料論と
して正面から取り上げ、紛争解決過程にお
ける文書作成・行使の意味と、時代地域ご
とのその差異を意識する、紛争解決におけ
る文書と文書以外の行為の機能を見る観
点が必要であることが認識された。 
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